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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの左右の眼を覆う本体部と、
　前記本体部の背面に配設され、ユーザーの左右の眼に向かってそれぞれ映像を表示する
左右の表示部と、
　前記本体部の前面に左右方向にわたって敷設され、ユーザーの手指が触れた位置を検出
するタッチセンサーからなる操作部と、
　前記操作部からの操作情報に応じて前記表示部の表示を制御する制御部と、
　前記本体部をユーザーの頭部に装着するための装着部と、
を具備し、
　前記制御部は、ユーザーの脳内で融像される表示映像上で視線の中心線とカーソルと前
記タッチセンサーを操作する指が一直線上に並ぶように、前記表示映像上に前記カーソル
を置く、
頭部装着型映像表示装置。
【請求項２】
　前記タッチセンサーは、前記本体部の前面に左右ほぼ対称的に敷設される、
請求項１に記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項３】
　左右の重量がほぼ均等である、
請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置。
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【請求項４】
　前記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類を識別し、識別
結果に応じて前記表示部で表示する画面を切り替える、
請求項１乃至３のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類に応じたメニュ
ー画面を前記表示部で表示させる、
請求項４に記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタッチし
たメニューにカーソルを置く、
請求項５に記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタッチし
たメニューをハイライト表示する、
請求項５又は６のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項８】
　前記メニュー画面上では、複数のメニューを水平方向に配置するとともに、選択された
メニューが持つサブメニューを垂直方向に配置し、
　前記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーがタッチした水平位置に応じてどのメ
ニューが選択されたかを識別し、前記タッチセンサー上でユーザーがタッチした垂直位置
に応じてどのサブメニューが選択されたかを識別する、
請求項５乃至７のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項９】
　前記タッチセンサーは押下圧の検出が可能であり、
　前記制御部は、前記表示部で階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー上で検出
された押下圧に応じた階層を前記階層ＵＩ内から選択する、
請求項１乃至８のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１０】
　前記タッチセンサーは２本以上のユーザーの手指が同時に触れた位置の検出が可能であ
り、
　前記制御部は、前記表示部で階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー上で検出
された２本の手指の間隔に応じた階層を前記階層ＵＩ内から選択する、
請求項１乃至９のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザーの手
指の水平方向の操作に追従して、映像の再生開始位置を移動させる、
請求項１乃至１０のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザーの手
指の垂直方向の操作に追従して、出力音量を調整する、
請求項１乃至１１のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１３】
　ユーザーが前記頭部装着型映像表示装置を装着したか否かを検出する装着検出部をさら
に備え、
　前記制御部は、前記装着検出部が非装着状態と検出しているときには、前記タッチセン
サーからの操作情報の入力を停止し、又は、操作情報に応じた制御を停止する、
請求項１乃至１２のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記表示部で映像再生を停止しているときには、前記タッチセンサーへ
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のユーザーの事前操作を経て、前記タッチセンサーからの操作情報に応じた前記制御を開
始する、
請求項１乃至１３のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１５】
　前記事前操作は、前記タッチセンサーに対する一定時間以上の長押し操作である、
請求項１４に記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、前記タッチセンサーに対する操作が一定時間以上行なわれなかったとき
に、前記タッチセンサーをロックする、
請求項１４又は１５のいずれかに記載の頭部装着型映像表示装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、前記タッチセンサーに対して意思確認操作が行なわれたことに応じて、
前記タッチセンサーのロックを解除する、
請求項１６に記載の頭部装着型映像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、頭部に装着して映像の視聴に利用される頭部装着型映像表
示装置に係り、特に、ユーザーの左右の眼を直接覆って没入感を与える頭部装着型映像表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部に装着して映像の視聴に利用される頭部装着型映像表示装置が知られている。一般
に、頭部装着型映像表示装置は、左右の眼毎の映像表示部を持ち、また、ヘッドフォンと
併用することで、視覚及び聴覚を制御できるように構成されている。また、頭部装着型映
像表示装置は、左右の眼に違う映像を映し出すことも可能であり、左右の眼に視差のある
画像を表示すれば３次元映像を提示することができる。
【０００３】
　左右の眼の表示部には、例えば液晶や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ）素子などからなる高解像度の表示パネルを用いられる。頭部に装着した際に、遮
光性を伴うとともに、ユーザーの眼を直接覆うように構成すれば、映像視聴時に没入感が
増す。表示画面を投影する光学レンズで適当な画角を設定するとともに、ヘッドフォンで
多チャンネルを再現すれば、映画館で視聴するような臨場感を再現することができる。
【０００４】
　多くの頭部装着型映像表示装置は、ＤＶＤプレイヤーやブルーレイ・ディスク（ＢＤ）
プレイヤーなどのＡＶ再生装置に接続して、コンテンツを鑑賞するのに利用される（例え
ば、特許文献１を参照のこと）。ここで、視聴時において、ユーザーは、ヘッドフォンの
音量の増大／低下や、コンテンツの再生開始、停止、早送り、早戻しなどの指示を機器に
対して行なう必要がある。
【０００５】
　例えば、メニューの表示や選択した項目の確定を行うためのメニュー・ボタンや、着目
するメニュー項目を移動させるためのアップボタン及びダウンボタン、音量を調節するた
めのボリューム・ダイアルなどを有するコントローラーを接続した頭部装着型映像表示装
置について提案がなされている（例えば、特許文献２を参照のこと）。ところが、ユーザ
ーの眼を直接覆う「没入型」の表示装置の場合、目隠し状態でコントローラーを介したボ
タン操作を行なわなければならない。すなわち、視聴中のユーザーは、ボタンの位置を確
認することができず、手探りで操作しなければならないため、ボタンの押し間違いなどに
より機器を誤操作してしまう可能性がある。
【０００６】
　また、操作部にタッチセンサーを用いた頭部装着型の映像表示装置について提案がなさ
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れているが（例えば、特許文献３、４を参照のこと）、いずれも頭部側面のヘッドフォン
部にタッチセンサーが配置されているため、目隠し状態での操作に難がある。目隠し状態
のユーザーは、まず、タッチセンサー上のターゲットを手探りで選択し、その後に操作を
行なうという、最低２ステップの動作が必要であり、操作性がよくない。付言すれば、い
ずれの映像表示装置も、左右のうち片方の耳側にしかタッチセンサーが配置されていない
、左右非対称な構造であり、表示装置の左右の重量が均等でなくなると思料される。ユー
ザーが頭部に装着した際に左右のうちいずれか片方に不自然な負荷がかかり、余計な負担
を課すことが懸念される。
【０００７】
　映像や音声などの調整、その他の入力操作を行なうメニューや操作ボタンのガイド映像
を、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）技術を用いて本来の映像に重畳して
表示する頭部装着型映像表示装置もある（例えば、特許文献５を参照のこと）。しかしな
がら、ガイド映像と実際の操作ボタンの配置との対応付けをユーザー自身が行なう必要が
ある。すなわち、ユーザーは目隠し状態で調整用のボタンやスイッチを操作しなければな
らないことに相違はなく、操作が難しいと思料される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－８６３２８号公報
【特許文献２】特開２００１－１３３７２４号公報
【特許文献３】特開平１１－１７４９８７号公報
【特許文献４】特開２００７－３１０５９９号公報
【特許文献５】特開２００３－９８４７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本明細書で開示する技術の目的は、ユーザーの左右の眼を直接覆って没入感を与えると
ともに、目隠し状態のユーザーが容易に機器操作することができる、優れた頭部装着型映
像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　本体部と、
　前記本体部の背面に配設され、ユーザーの左右の眼に向かって映像を表示する表示部と
、
　前記本体部の前面に配設され、ユーザーが手指を使って操作する操作部と、
　前記操作部からの操作情報に応じて前記表示部の表示を制御する制御部と、
　前記本体部をユーザーの頭部に装着するための装着部と、
を具備する頭部装着型映像表示装置である。
【００１１】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記操作部は、ユーザーの手指が触れた位置を検出するタッチセンサーを有している。
【００１２】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記制御部は、ユーザーの手指が前記タッチセンサーを触れたことに応じて、前記タッチセ
ンサー上で触れた位置を示すカーソルを前記表示部の表示映像に表示させるように構成さ
れている。
【００１３】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項３に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記操作部は、ユーザーの視線の中心線と、前記カーソルと、前記タッチセンサーを操作す
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る指が一直線上に並ぶように、前記表示映像上に前記カーソルを置くように構成されてい
る。
【００１４】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記タッチセンサーは、前記本体部の前面に左右ほぼ対称的に敷設される。
【００１５】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項５に記載の頭部装着型映像表示装置は、
左右の重量がほぼ均等となるように構成されている。
【００１６】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類を識別し、識別結果
に応じて前記表示部で表示する画面を切り替えるように構成されている。
【００１７】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項７に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類に応じたメニュー画
面を前記表示部で表示させるように構成されている。
【００１８】
　本願の請求項９に記載の技術によれば、請求項８に記載の頭部装着型映像表示装置の前
記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタッチしたメ
ニューにカーソルを置くように構成されている。
【００１９】
　本願の請求項１０に記載の技術によれば、請求項８に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタッチした
メニューをハイライト表示するように構成されている。
【００２０】
　本願の請求項１１に記載の技術によれば、請求項８に記載の頭部装着型映像表示装置は
、前記メニュー画面上では、複数のメニューを水平方向に配置するとともに、選択された
メニューが持つサブメニューを垂直方向に配置するようになっている。そして、前記制御
部は、前記タッチセンサー上でユーザーがタッチした水平位置に応じてどのメニューが選
択されたかを識別し、前記タッチセンサー上でユーザーがタッチした垂直位置に応じてど
のサブメニューが選択されたかを識別するように構成されている。
【００２１】
　本願の請求項１２に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記タッチセンサーは押下圧の検出が可能である。そして、前記制御部は、前記表示部で
階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー上で検出された押下圧に応じた階層を前
記階層ＵＩ内から選択するように構成されている。
【００２２】
　本願の請求項１３に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記タッチセンサーは２本以上のユーザーの手指が同時に触れた位置の検出が可能である
。そして、前記制御部は、前記表示部で階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー
上で検出された２本の手指の間隔に応じた階層を前記階層ＵＩ内から選択するように構成
されている。
【００２３】
　本願の請求項１４に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザーの手指
の水平方向の操作に追従して、映像の再生開始位置を移動させるように構成されている。
【００２４】
　本願の請求項１５に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザーの手指
の垂直方向の操作に追従して、出力音量を調整するように構成されている。
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【００２５】
　本願の請求項１６に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置は
、ユーザーが当該装置を装着したか否かを検出する装着検出部をさらに備えている。そし
て、前記制御部は、前記装着検出部が非装着状態と検出しているときには、前記タッチセ
ンサーからの操作情報の入力を停止し、又は、操作情報に応じた制御を停止するように構
成されている。
【００２６】
　本願の請求項１７に記載の技術によれば、請求項２に記載の頭部装着型映像表示装置の
前記制御部は、前記表示部で映像再生を停止しているときには、前記タッチセンサーへの
ユーザーの事前操作を経て、前記タッチセンサーからの操作情報に応じた前記制御を開始
するように構成されている。
【００２７】
　本願の請求項１８に記載の技術によれば、請求項１７に記載の頭部装着型映像表示装置
において、前記事前操作は、前記タッチセンサーに対する一定時間以上の長押し操作であ
る。
【００２８】
　本願の請求項１９に記載の技術によれば、請求項１７に記載の頭部装着型映像表示装置
の前記制御部は、前記タッチセンサーに対する操作が一定時間以上行なわれなかったとき
に、前記タッチセンサーをロックするように構成されている。
【００２９】
　本願の請求項２０に記載の技術によれば、請求項１９に記載の頭部装着型映像表示装置
の前記制御部は、前記タッチセンサーに対して意思確認操作が行なわれたことに応じて、
前記タッチセンサーのロックを解除するように構成されている。
【発明の効果】
【００３０】
　本明細書で開示する技術によれば、ユーザーの左右の眼を直接覆って没入感を与えると
ともに、目隠し状態のユーザーが容易に機器操作することができる、優れた頭部装着型映
像表示装置を提供することができる。
【００３１】
　本明細書で開示する技術によれば、頭部装着型映像表示装置は、ユーザーが頭部に装着
した際に頭部前面となる場所にタッチセンサーからなる操作部が配置され、視線の中心線
とカーソルと操作する指が一直線上に並ぶように構成されるので、ユーザーは、表示映像
を背面から触る感覚でタッチセンサーを操作して、表示映像上の所望するターゲットを直
感的に操作することができる。すなわち、目隠し状態で操作部を目視できなくても、直覚
的な操作が可能なのである。
【００３２】
　また、本明細書で開示する技術によれば、また、ユーザーは頭部前面に配設されたタッ
チセンサー上で所望のターゲットをタッチするという１ステップの動作により装置に対す
る操作が完結するので、操作性が向上する。物理的なボタンよりも軽いタッチで操作でき
ることから、タッチ操作により装置本体がユーザーの頭部で位置ずれを起こすことは極め
て少ない。
【００３３】
　また、本明細書で開示する技術によれば、頭部装着型映像表示装置は、本体部の前面に
操作部を配置しているので、当該装置を左右でほぼ対称的で左右の重量が均等になるよう
に構成することができ、ユーザーが頭部に装着した際の負担を軽減することができる。
【００３４】
　また、本明細書で開示する技術によれば、頭部装着型映像表示装置は、タッチセンサー
からなる操作部に対して押下圧やピンチ操作を行なうことが可能であり、例えば階層ＵＩ
における階層の選択や、３次元映像表示時における奥行き調整などの操作にも利用するこ
とができる。
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【００３５】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、ヘッド・マウント・ディスプレイを含む画像表示システムの構成を模式
的に示した図である。
【図２】図２は、ヘッド・マウント・ユニット１０の本体の上面を俯瞰した様子を示した
図である。
【図３】図３は、ヘッド・マウント・ユニット１０の内部構成を模式的に示した図である
。
【図４】図４は、ヘッド・マウント・ユニット１０の外観の構成例を示した図である。
【図５】図５は、ユーザーの脳内で融像される表示映像上で、視線の中心線とカーソルと
操作する指が一直線上に並ぶようにカーソルを置く様子を示した図である。
【図６】図６は、ヘッド・マウント・ユニット１０が実行する処理手順を示したフローチ
ャートである。
【図７】図７は、ユーザーがメニュー操作を行なうためのメニュー画面の構成例を示した
図である。
【図８】図８は、メニュー画面において、タッチしたユーザーの手指の影をメニュー・ボ
タン上に表示している様子を示した図である。
【図９】図９は、メニュー画面において、ユーザーがタッチしたメニューをハイライト表
示する様子を示した図である。
【図１０】図１０は、メニュー画面において、ユーザーが選択したメニューが持つサブメ
ニューをプルダウン表示している様子を示した図である。
【図１１】図１１は、メニュー画面において、ユーザーが所望するメニューを指示した場
所に自分の指先の水平位置を固定した状態で、上下方向に操作してサブメニューを選択す
る様子を示した図である。
【図１２】図１２は、再生中の映像に対する走行系関連操作を行なう走行系画面の構成例
を示した図である。
【図１３】図１３は、映像再生画面上で、ユーザーが所望する再生開始位置を指示した場
所に自分の指先の水平位置を固定した状態で、上下方向に操作して音量を指示する様子を
示した図である。
【図１４】図１４は、ヘッド・マウント・ユニット１０が映像再生中でないときに実行す
る処理手順を示したフローチャートである。
【図１５】図１５は、走行系画面上でのユーザーの意図しない早送り／巻き戻し操作を防
止するための再生位置の指示方法を説明するための図である。
【図１６】図１６は、走行系画面上でのユーザーの意図しない早送り／巻き戻し操作を防
止するための再生位置の指示方法を説明するための図である。
【図１７】図１７は、走行系画面上でのユーザーの意図しない早送り／巻き戻し操作を防
止するための再生位置の指示方法を説明するための図である。
【図１８】図１８は、走行系画面上でのユーザーの意図しない早送り／巻き戻し操作を防
止するための再生位置の指示方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００３８】
　図１には、ヘッド・マウント・ディスプレイを含む画像表示システムの構成を模式的に
示している。図示のシステムは、視聴コンテンツのソースとなるブルーレイ・ディスク再
生装置２０と、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力されるＡＶ信号の処理を行な
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うフロント・エンド・ボックス４０と、ブルーレイ・ディスク再生装置２０の再生コンテ
ンツの出力先となる頭部装着型の表示装置（ヘッド・マウント・ユニット）１０と、ブル
ーレイ・ディスク再生装置２０の再生コンテンツの他の出力先となるハイビジョン・ディ
スプレイ（例えば、ＨＤＭＩ対応テレビ）３０で構成される。ヘッド・マウント・ユニッ
ト１０とフロント・エンド・ボックス４０で、１セットのヘッド・マウント・ディスプレ
イが構成される。
【００３９】
　フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力され
るＡＶ信号をＨＤＭＩ入力すると、例えば信号処理して、ＨＤＭＩ出力するＨＤＭＩリピ
ーターに相当する。また、フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再
生装置２０の出力先をヘッド・マウント・ユニット１０又はハイビジョン・ディスプレイ
３０のいずれかに切り替える２出力スイッチャーでもある。図示の例では、フロント・エ
ンド・ボックス４０は２出力であるが、３以上の出力を有していてもよい。但し、フロン
ト・エンド・ボックス４０は、ＡＶ信号の出力先を排他的とし、且つ、ヘッド・マウント
・ユニット１０への出力を最優先とする。
【００４０】
　なお、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｔｌｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）は、ＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を基に
し、物理層にＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を用いた、主に音声と映像の伝送を用途としたディジタ
ル家電向けのインターフェース規格である。本システムは、例えばＨＤＭＩ１．４に準拠
する。
【００４１】
　ブルーレイ・ディスク再生装置２０とフロント・エンド・ボックス４０間、並びに、フ
ロント・エンド・ボックス４０とハイビジョン・ディスプレイ３０間は、それぞれＨＤＭ
Ｉケーブルで接続されている。フロント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・ユ
ニット１０間も、ＨＤＭＩケーブルで接続するように構成することも可能であるが、その
他の仕様のケーブルを用いてＡＶ信号をシリアル転送するようにしてもよい。但し、フロ
ント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・ユニット１０間を接続するケーブル１
本で、ＡＶ信号と電力を供給するものとし、ヘッド・マウント・ユニット１０はこのケー
ブルを介して駆動電力も得ることができる。
【００４２】
　ヘッド・マウント・ユニット１０は、左眼用及び右眼用の独立した表示部を備えている
。各表示部は、例えば有機ＥＬ素子からなる表示パネルを用いている。また、左右の各表
示部は、低歪みで且つ高解像度の広視野角の接眼光学レンズ部（図示しない）を装備して
いる。この接眼光学レンズ部で表示パネルの映像を拡大投影して広画角を設定するととも
に、ヘッドフォンで多チャンネルを再現すれば、映画館で視聴するような臨場感を再現す
ることができる。
【００４３】
　図２には、ヘッド・マウント・ユニット１０の本体部の上面を俯瞰した様子を示してい
る
【００４４】
　ヘッド・マウント・ユニット１０は左右に独立して光学系を持つ一方、眼の高さや眼幅
にはユーザー毎に個人差があるため、光学系と装着したユーザーの眼とを位置合わせする
必要がある。このため、ヘッド・マウント・ユニット１０の本体部は、右眼用の表示部と
左眼用の表示部の間に、眼幅を調整する眼幅調整機構を装備している。
【００４５】
　また、本実施形態において特徴的なのは、ヘッド・マウント・ユニット１０が、当該装
置の前面のほぼ全体にわたり敷設された、タッチセンサーからなる操作部を装備している
点である。この操作部は、左右の表示部のほぼ裏側に位置している。タッチセンサーは物
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理的なボタンよりも軽いタッチでセンシングできることから、ユーザーのタッチ操作によ
って、頭部に装着中のヘッド・マウント・ユニット１０本体が装着位置からずれを起こす
ことは極めて少ない。
【００４６】
　ここで、左右の表示部はそれぞれ、操作部を触れた場所に相当する位置にカーソルを表
示するようにしてもよい。このとき、視線の中心線とカーソルと操作する指が一直線上に
並ぶようにカーソルを置くと、ユーザーは、表示映像を背面から触るような感覚で、所望
するターゲットを探索することができる。
【００４７】
　装置本体の前面に操作部を配設する場合、左右いずれか片方のヘッドフォン部などに操
作部を置く場合に比べて（例えば、特許文献３、４を参照のこと）、ヘッド・マウント・
ユニット１０本体を左右でほぼ対称的で左右の重量が均等になるように構成することがで
きる。したがって、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット１０を頭部に装着した際に、
頭部が左右に傾かないようにするような負担を軽減することができる。
【００４８】
　図３には、ヘッド・マウント・ユニット１０の内部構成を模式的に示している。以下、
各部について説明する。
【００４９】
　操作部３０１は、ヘッド・マウント・ユニット１０本体の前面のほぼ全体にわたり敷設
されたタッチセンサーからなり、ユーザーが指先で触れた場所の座標位置を操作情報とし
て出力する。タッチセンサーは、例えば静電容量式のデバイスで構成され、押下圧の検出
も可能であり、同様に操作情報として出力する。また、タッチセンサーへは、２本以上の
指を同時に用いたタッチ操作を行なうことも可能であり、同様に操作情報として出力する
。また、操作部３０１は、タッチセンサーの他に、ボタンやキーなどの操作子（例えば電
源ボタンや十字キー。いずれも図示しない）を備えていてもよい。
【００５０】
　制御部３０２は、操作部３０１を介した操作情報に応じて、ヘッド・マウント・ユニッ
ト１０内の動作を統括的に制御する。具体的には、制御部３０２は、映像制御部３０３に
対し映像信号の処理を指示し、ＯＳＤ制御部３０４にＯＳＤ画面の描画を指示し、その他
のさまざまな機器内動作をＭＩＳＣ制御部３０５に指示する。
【００５１】
　映像入力インターフェース３０６は、ブルーレイ・ディスク再生装置２０（図１を参照
のこと）から再生出力される映像信号を、フロント・エンド・ボックス４０経由で入力す
る。映像制御部３０３は、制御部３０２からの指示に応じて、入力された映像信号に対す
る画質調整やその他の信号処理を行ない、映像バッファー３０７内に書き込む。また、制
御部３０２は、操作部３０１からの操作情報に基づいて、映像内にカーソルを描画するよ
う映像制御部３０３に指示する。
【００５２】
　ＯＳＤ制御部３０４は、制御部３０２から伝達された情報に応じて、本来の映像に重畳
するＯＳＤ画面を描画して、ＯＳＤバッファー３０８に書き込む。ＯＳＤ画面は、タッチ
センサーなどの操作部３０１を介してユーザーが選択する１以上のメニュー・ボタン並び
にメニュー・ボタンからプルダウンされるサブメニュー、そのため文言情報などを含む。
【００５３】
　ＭＩＳＣ制御部３０５は、制御部３０２から伝達された情報に応じて、ＯＳＤ制御並び
に映像制御以外の制御を行なう。
【００５４】
　画像合成部３０９は、映像バッファー３０７に書き込まれた映像データ上に、ＯＳＤバ
ッファー３０８に書き込まれたＯＳＤ画面を重畳して、表示制御部３１０に出力する。
【００５５】
　表示制御部３１０は、入力した映像信号を左眼用映像信号と右眼用映像信号に分離して
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、左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒへの描画を制御する。
【００５６】
　左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒは、例えば有機ＥＬ素子や液
晶などの表示デバイスからなる。また、左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル
３１１Ｒには、それぞれ映像を拡大投影する接眼光学レンズ部（図示しない）が装備され
ている。左右の接眼光学レンズ部は、それぞれ複数のレンズの組み合わせからなり、左眼
用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒが表示する映像を光学処理する。左
眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒの発光面に表示された映像は、そ
れぞれ接眼光学レンズ部を通過する際に拡大され、ユーザーの網膜に大きな虚像を結像す
る。そして、観察するユーザーの脳内では左眼用映像と右眼用映像が融像される。
【００５７】
　装着検出部３１２は、当該ヘッド・マウント・ユニット１０がユーザーに装着されてい
る状態かどうかを検出する。検出する方法やメカニズムは任意である。例えば、ユーザー
の頭部を接触式又は非接触式で検出するセンサーや、ユーザーの頭部が当接したことを物
理的に検出する機械式スイッチなど（いずれも図示しない）を利用することができる。
【００５８】
　操作部３０１がヘッド・マウント・ユニット１０本体の前面のほぼ全体にわたり敷設さ
れたタッチセンサーで構成される場合（前述）、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット
１０を頭部に装着中は勿論、ユーザーが取り外している間もユーザーの手指がタッチセン
サーに触れてしまう可能性がある。ヘッド・マウント・ユニット１０を頭部に非装着中に
ユーザーが誤ってタッチセンサーに触れて、誤動作若しくはユーザーが意図しない動作を
行なうおそれがある。そこで、制御部３０２は、装着検出部３１２が非装着状態であると
検出している間は、操作部３０１からの操作情報の入力を停止し、又は、操作情報に応じ
た制御を停止するようにしてもよい。
【００５９】
　図４には、ヘッド・マウント・ユニット１０の外観の構成例を示している。図示のヘッ
ド・マウント・ユニット１０は、視力矯正用眼鏡に類似した機構で構成され、図３に示し
た回路コンポーネントのほとんど全部を収容する本体部４０１と、この本体部４０１の左
右の各後端部分から後方に突設し、ユーザーの耳介に掛ける一対のテンプル部４０２Ｌ、
４０２Ｒからなる。
【００６０】
　本体部４０１の背面には、左右の光学レンズ部が出現しており（図４には図示しない）
、それぞれ左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒが表示する映像の光
を観察することができる。
【００６１】
　ユーザーが、図示のヘッド・マウント・ユニット１０を装着すると、本体部４０１の背
面で左右の眼を直接覆って外光を遮るので、映像視聴時に没入感が増し、映画館で視聴す
るような臨場感を再現することができる。
【００６２】
　但し、本明細書で開示する技術において、ヘッド・マウント・ユニット１０がどのよう
な構成であるかは本質ではない。例えば、左右のテンプル部４０２Ｌ、４０２Ｒをユーザ
ーの耳介に掛けて頭部に装着する機構には限定されず、意匠登録第１４３８２１８号で開
示されるヘッドフォン付モニターテレビ受像機のように後頭部をベルトで巻き付けるよう
にしてユーザーの頭部に固定する機構であってもよい。
【００６３】
　本明細書で開示する技術において、重要な点の１つは、ヘッド・マウント・ユニット１
０の前面に、タッチセンサー４０３が左右方向にわたって敷設されている点である。タッ
チセンサー４０３は、上述した操作部３０１の主要な構成部品である。
【００６４】
　タッチセンサー４０３は、左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒの



(11) JP 5953963 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

表示映像を観察する表示面のほぼ裏側に位置している。タッチセンサー４０１は物理的な
ボタンよりも軽いタッチでセンシングできることから、ユーザーのタッチ操作によって、
ヘッド・マウント・ユニット１０本体が装着位置からずれを起こすことはない。
【００６５】
　例えば左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒで、タッチセンサー４
０３を触れた場所に相当する位置にカーソルを表示する場合、図５に示すように、（ユー
ザーの脳内で融像される表示映像上で）視線の中心線とカーソルと操作する指が一直線上
に並ぶようにカーソルを置くと、ユーザーは、表示映像を背面から触るような感覚で、所
望するターゲットを探索することができる。
【００６６】
　すなわち、ユーザーは、目隠しされたような状態で操作部を目視できなくても、直覚的
な操作が可能なのである。また、ユーザーは所望のターゲット上をタッチするという１ス
テップの動作で操作が完結するので、操作性が向上するというメリットもある。タッチセ
ンサーからなる操作部に対しては、押下圧やピンチ操作を行なうことが可能である。例え
ば３次元映像表示時における奥行きをタッチセンサーに対する押下圧に応じて調整すると
いった、直観的な操作を行なうこともできる。
【００６７】
　また、ヘッド・マウント・ユニット１０本体の前面にタッチセンサー４０３からなり左
右でほぼ対称的な操作部３０１を配設する場合、左右いずれか片方ヘッドフォン部などに
操作部を置く場合に比べて（例えば、特許文献３、４を参照のこと）、左右で重量が均等
になるようにヘッド・マウント・ユニット１０本体を構成することができる。したがって
、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット１０を頭部に装着した際に、頭部が左右に傾か
ないようにするような負担を軽減することができる。
【００６８】
　図４に示すように、タッチセンサー４０３が本体部４０１前面の左右にわたり敷設され
ている場合、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット１０を頭部に装着中は勿論、ユーザ
ーが取り外している間もユーザーの手指がタッチセンサーに触れる機会が多い。非装着状
態でユーザーが不用意にタッチセンサーに触れて、ヘッド・マウント・ユニット１０が誤
動作若しくはユーザーが意図しない動作を起こすことのないように、装着状態でのみタッ
チセンサー４０３を有効にし、非装着状態ではタッチセンサー４０３の操作に反応しない
ようにしてもよい。このため、本実施形態では、ヘッド・マウント・ユニット１０は装着
検出部３１２を装備している（前述）。
【００６９】
　図６には、ヘッド・マウント・ユニット１０が映像入力インターフェース３０６から取
り込んだ外部映像を再生表示している間に実行する処理手順をフローチャートの形式で示
している。
【００７０】
　制御部３０２は、接触判定を行ない（ステップＳ６０１）、操作部３０１を構成するタ
ッチセンサー４０３上をユーザーが触れるまで待機する（ステップＳ６０１のＮｏ）。
【００７１】
　そして、ユーザーがタッチセンサー４０３を触れたことが検出されると（ステップＳ６
０１のＹｅｓ）、制御部３０２は、入力操作を識別して（ステップＳ６０２）、左右の表
示パネル３１１Ｌ、３１１Ｒに入力操作に応じて表示する画面を変更する。
【００７２】
　本明細書で開示する技術の要旨は、どのような入力操作の種類を識別するか、並びに識
別した各入力操作の種類に応じてどのような画面を表示するかは特に限定されない。図示
のフローチャートでは、ステップＳ６０２においてタッチセンサーの長押し操作とタップ
操作の入力を識別するものとする。そして、一定時間以上の長押し操作時には、左右の表
示パネル３１１Ｌ、３１１Ｒで、ユーザーがメニュー操作を行なうためのメニュー画面を
表示するものとする（ステップＳ６０３）。また、タップ操作の入力時には、シーク・バ
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ーを用いて表示映像の早送り、巻き戻し、再生位置の指示（再生開始及び一時停止の指示
を含む）を行なう走行系画面を表示する（ステップＳ６０４）、ことを想定している。
【００７３】
　図７には、ユーザーがメニュー操作を行なうためのメニュー画面の構成例を示している
。図示のように、映像再生中のメニュー画面は半透明であり、元の映像（外部映像）の上
に重畳して表示される。メニュー画面は、複数のメニュー・ボタンからなる。なお、映像
再生中にメニュー画面を出現させたときには、制御部３０２は、視聴の妨げとならないよ
うに、再生中の映像を一時停止させるようにしてもよい。
【００７４】
　タッチセンサー４０３上でユーザーがタッチした位置を明示するためのカーソルを画面
上に表示してもよい。図８に示す例では、タッチしたユーザーの手指の影を模したカーソ
ルをメニュー・ボタン（図示の例では、「３Ｄ」メニュー・ボタン）上に表示している。
カーソルではなく、図９に示すように、ユーザーがタッチしたメニューをハイライト表示
するようにしてもよい。
【００７５】
　また、メニューがサブメニューを含むような階層ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）の場合には、ユーザーがあるメニューを選択した（若しくは手指で触れた）ことに応答
して、さらにサブメニューをプルダウン表示するようにしてもよい。図１０には、メニュ
ー「３Ｄ設定」がタッチされたことに応じて、そのサブメニューをプルダウン表示した様
子を示している。図示の例では、点線で囲んで示しているように、サブメニュー項目とし
て「３Ｄ表示」、「自動３Ｄ表示」、「３Ｄ信号入力通知」が、選択したメニューの下方
に向かって出現している。
【００７６】
　図８～図９に示したように、各メニューを水平方向に一列に配置する場合、制御部３０
２は、タッチセンサー４０３をユーザーがタッチした水平位置でどのメニューを選択した
かを識別することができる。言い換えれば、ユーザーは、タッチセンサー４０３上で自分
の指先を左右に操作することで、所望するメニューを指示することができる。
【００７７】
　また、図１０に示したように、選択したメニューの上下方向すなわち垂直方向に向かっ
てサブメニューを配置する場合、制御部３０２は、タッチセンサー４０３をユーザーがタ
ッチした垂直位置で、プルダウン・メニュー中のどのメニュー項目を選択したかを識別す
ることができる。言い換えれば、ユーザーは、タッチセンサー４０３上で所望するメニュ
ーを指示した場所に自分の指先の水平位置を固定したまま、今度は上下に操作することで
、プルダウン・メニュー内での選択操作を行なうことができる。図１１には、ユーザーが
タッチセンサー４０３上で所望するメニューを指示した場所に自分の指先の水平位置を固
定した状態で、上下方向に操作して、所望のサブメニューを指示する様子を示している。
【００７８】
　タッチセンサー４０３が例えば静電容量式のデバイスで構成され、押下圧の検出も可能
である場合には（前述）、押下圧によって階層ＵＩの階層を選択するようにすることもで
きる。例えば、プルダウン・メニュー内で、押下圧に応じた段数のサブメニューを選択す
るようにする。あるいは、２本以上の指を同時に用いたタッチ操作が可能な場合には、２
本の指の間隔の大小によって階層ＵＩの階層を選択するようにすることもできる。また、
３次元映像の表示時においては、ユーザーは、タッチセンサー４０３に対する押下圧や２
本の指の間隔によって、３次元映像の奥行き調整を指示することができる。
【００７９】
　再び図６を参照して、ヘッド・マウント・ユニット１０で実行される処理手順について
説明を続ける。
【００８０】
　ステップＳ６０２でタッチセンサー４０３上でのタップ操作が識別されたことに応答し
て、左右の表示パネル３１１Ｌ、３１１Ｒの表示画面は走行系画面に切り替わる（ステッ
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プＳ６０４）。この走行系画面では、早送り／巻き戻し（ステップＳ６０５）、音量調整
（ステップＳ６０６）、再生／一時停止（ステップＳ６０７）などの、再生中の映像に関
する走行系関連操作を行なう。
【００８１】
　図１２には、走行系画面の構成例を示している。図示の走行系画面では、再生位置をシ
ークする左右スクロール・バー（シーク・バー）と、再生映像の音量を調整する上下スク
ロール・バーが表示される。左右スクロール・バー上の現在の再生位置に相当する場所に
再生位置指示カーソルが置かれ、また、左右スクロール・バーの右端付近には現在の再生
位置（再生時刻）を表す数値が表示されている。また、上下スクロール・バー上の現在設
定されている音量に相当する場所に音量指示カーソルが置かれるとともに、同カーソルの
左側付近に現在の音量レベルを示す数値が表示されている。
【００８２】
　図１２に示したように、再生位置を指示する左右スクロール・バーを配置する場合、制
御部３０２は、タッチセンサー４０３上でのユーザーの手指の水平方向の操作に追従して
、映像の再生開始位置を移動する。言い換えれば、ユーザーは、タッチセンサー４０３上
で自分の指先を左右に操作して、左右スクロール・バー上でカーソルを移動することで、
所望する再生開始位置を指示することができる。
【００８３】
　また、図１２に示したように、再生映像の音量を調整する上下スクロール・バーを配置
する場合、制御部３０２は、タッチセンサー４０３上でのユーザーの手指の垂直方向の操
作に追従して、音量を調整する。言い換えれば、ユーザーは、タッチセンサー４０３上で
所望するメニューを指示した場所に自分の指先の水平位置を固定したまま、今度は指先を
上下に操作して上下スクロール・バー上のカーソルを移動することで、所望する音量に設
定することができる。図１３には、ユーザーがタッチセンサー４０３上で所望する再生開
始位置を指示した場所に自分の指先の水平位置を固定した状態で、上下方向に操作して、
所望の音量を指示する様子を示している。
【００８４】
　タッチセンサー４０３が例えば静電容量式のデバイスで構成され、押下圧の検出も可能
である場合には（前述）、押下圧によって音量の大小を指示するようにすることもできる
。あるいは、２本以上の指を同時に用いたタッチ操作が可能な場合には、２本の指の間隔
の大小によって音量を指示するようにすることもできる。
【００８５】
　その後、メニュー画面又は走行系画面の表示オフをユーザーが指示するか、又は、各画
面でユーザーの入力操作がなくタイムアウトしたとき、外部映像の再生を継続するときに
は（ステップＳ６０８のＹｅｓ）、ステップＳ６０１に戻り、上記と同様の処理を繰り返
し行なう。また、外部映像の再生を停止するときには（ステップＳ６０８のＮｏ）、本処
理ルーチン全体を終了する。
【００８６】
　続いて、タッチセンサー４０３に対する誤操作防止について説明する。タッチセンサー
４０３は、物理的なボタンと比べて、微弱な力でも入力操作が可能である。その反面、ユ
ーザーが不用意にタッチセンサー４０３に触れて、意図しない入力操作が行なわれ、ヘッ
ド・マウント・ユニット１０を誤動作に導いてしまうおそれがある。
【００８７】
　例えば、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット１０を装着していない状態でのタッチ
センサー４０３への誤操作が挙げられる。ユーザーが取り外している間もユーザーの手指
がタッチセンサーに触れてしまう可能性がある。ヘッド・マウント・ユニット１０が非装
着中に行なわれるタッチセンサー４０３へのタッチ操作は、基本的にはユーザーが意図し
ない操作であり、装置の誤動作を招来するおそれがある。何故ならば、ユーザーは、取り
外しているときは、左眼用表示パネル３１１Ｌ及び右眼用表示パネル３１１Ｒの画面を目
視できず、図８～図１３に示したようなタッチセンサー４０３を介した操作を行なうこと
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はできないからである。
【００８８】
　そこで、本実施形態では、ヘッド・マウント・ユニット１０をユーザーが装着している
期間のみ、タッチセンサー４０３からの入力を有効にして、非装着状態での誤動作を防止
するようにしている。すなわち、制御部３０２は、装着検出部３１２が非装着状態である
と検出している間は、タッチセンサー４０３からの操作情報の入力を停止し、又は、タッ
チセンサー４０３からの操作情報に応じた装置制御を停止する。そして、装着状態である
ことが検出されると、制御部３０２は、タッチセンサー４０３から操作情報の入力を行な
い、ユーザーによるタッチ操作に応じた装置制御を行なう。
【００８９】
　また、ユーザーがヘッド・マウント・ユニット１０を装着した状態であっても、外部映
像を再生表示していない期間中にユーザーが不用意にタッチセンサー４０３に触れて、意
図しない入力操作が行なわれ、ヘッド・マウント・ユニット１０を誤動作に導いてしまう
おそれがある。
【００９０】
　そこで、本実施形態では、映像再生中でないヘッド・マウント・ユニット１０は、タッ
チセンサー４０３に入力操作する意思があることを示す事前操作を行なうことをユーザー
に課し、事前操作を経て通常のタッチセンサー４０３の入力操作を開始するようにしてい
る。このようにして、制御部３０２は、事前操作を行なう前のタッチセンサー４０３への
入力操作を無視することで、誤動作を起こすおそれを取り除いている。
【００９１】
　事前操作の具体例は、タッチセンサー４０３への一定時間以上の長押し操作である。ユ
ーザーは不注意で一瞬タッチセンサー４０３に触れることはあっても、何の意図もなく長
い時間触れ続けることはないので、長押し操作によりユーザーの意思を確認できると考え
られる。
【００９２】
　また、事前操作によりタッチセンサー４０３への入力操作を一旦有効にしても、その後
、ユーザーがタッチセンサー４０３に入力操作を行なう意思を失うことも想定される。こ
のような場合、ユーザーは長い時間タッチセンサー４０３に触れることはなく放置する。
そして、このような放置状態でユーザーがタッチセンサー４０３に触れたとしても、意図
しない誤操作であると考えられる。そこで、制御部３０２は、タッチセンサー４０３への
入力操作が一定時間以上途絶えたときには、タッチセンサー４０３をロックすることで、
誤動作を起こすおそれを取り除いている。
【００９３】
　また、タッチセンサー４０３のロックを解除するときには、ユーザーがロックを解除す
る意思確認の操作を行なうことを要求し、意思確認操作を経て通常のタッチセンサー４０
３の入力操作を再開するようにしている。このようにして、制御部３０２は、ユーザーの
意思が確認できず放置状態になったタッチセンサー４０３への入力操作をロックすること
で、誤動作を起こすおそれを取り除いている。
【００９４】
　意思確認操作の具体例は、タッチセンサー４０３に対する特定のジェスチャー操作であ
る。ユーザーは、無意識のうちに（あるいは日頃の手癖で）タッチセンサー４０３に触れ
て何らかの操作を行なうことはあっても、意図せずに特定のジェスチャー操作を行なうこ
とはないので、特定のジェスチャー操作によりユーザーの意思を確認できると考えられる
。
【００９５】
　図１４には、ヘッド・マウント・ユニット１０が映像再生中でないときに実行する処理
手順をフローチャートの形式で示している。
【００９６】
　制御部３０２は、接触判定を行ない（ステップＳ１４０１）、操作部３０１を構成する
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タッチセンサー４０３上をユーザーが一定時間以上の長押しする事前操作を行なって、ユ
ーザーがこれからタッチセンサー４０３への入力を開始する意思が確認されるまで待機す
る。
【００９７】
　そして、ユーザーが一定時間以上の長押しする事前操作が行なわれたことが確認される
と（ステップＳ１４０１のＹｅｓ）、制御部３０２は、引き続いてタッチセンサー４０３
に行なわれる入力操作を識別する（ステップＳ１４０２）。ここで、タッチセンサー４０
３のロック機能が有効になっている場合には、入力操作がロック解除のための特定のジェ
スチャー操作であるかどうかを識別する。
【００９８】
　次いで、識別された入力操作に応じて、ユーザーがメニュー操作を行なうためのメニュ
ー画面を、左右の表示パネル３１１Ｌ、３１１Ｒで表示する（ステップＳ１４０３）。
【００９９】
　その後、メニュー画面の表示オフをユーザーが指示するか、又は、メニュー画面でユー
ザーの入力操作がなくタイムアウトすると、映像（映像入力インターフェース３０６から
取り込んだ外部映像）の再生を開始するかどうかをチェックする（ステップＳ１４０４）
。映像の再生を開始しないときには、ステップＳ１４０１に戻り（ステップＳ１４０４の
Ｎｏ）、上記の処理を繰り返し実行する。また、映像の再生を開始するときには（ステッ
プＳ１４０４のＹｅｓ）、本処理ルーチン全体を終了する。
【０１００】
　なお、図１４に示した処理手順では、メニュー画面を表示するまで、長押し動作による
接触判定と、ジェスチャー操作によるロック解除と、２ステップの操作でユーザーの意思
を確認しているが、意思確認のための操作をより簡素化して、長押し動作又はジェスチャ
ー操作の１ステップだけでメニュー画面を表示するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、ユーザーがタッチセンサー４０３に対して意図した操作を行なうときであっても
、自分の手指で正確な位置を操作できないためにヘッド・マウント・ユニット１０を誤動
作に導いてしまうおそれがある。
【０１０２】
　例えば、ヘッド・マウント・ユニット１０が外部映像を再生中のときには、図１２に示
したような、再生中の映像に対する走行系関連操作を行なう走行系画面が左右の表示パネ
ル３１１Ｌ、３１１Ｒに表示される。この走行系画面上には再生位置をシークする左右ス
クロール・バー（シーク・バー）が表示され、ユーザーは、タッチセンサー４０３上で自
分の指先を左右に操作して、左右スクロール・バー上でカーソルを移動することで、所望
する再生開始位置をシークする。
【０１０３】
　このようなシーク操作では、ユーザーは、左右スクロール・バー上で現在再生位置を大
まかに認識すると、最初に現在再生位置付近を手指でタッチして、再生位置指示カーソル
を掴もうとする。ところが、左右スクロール・バー上の現在再生位置を正確にタッチする
ことは困難である。このため、現在再生位置を外した位置に最初にタッチして、現在再生
位置から最初のタッチ位置までの間の、ユーザーが意図しない早送り又は巻き戻しの操作
を起こしてしまうおそれがある。
【０１０４】
　最初のタッチ位置のずれに伴う誤動作を回避する１つの方法について、図１５～図１８
を参照しながら説明する。
【０１０５】
　図１５には、走行系画面上でユーザーが最初にタッチした様子を示している。図示の例
では、ユーザーは、左右スクロール・バー上で現在の再生位置を示す再生位置指示カーソ
ルとは離れた場所に、自分の指先を置いている。この時点では、制御部３０２は、ユーザ
ーによる再生位置の指示が完了していないものとして扱う。したがって、左右スクロール
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・バー上での再生位置指示カーソルの位置も変化させない。
【０１０６】
　図１６には、走行系画面上でユーザーが再生位置をシークする様子を示している。図示
のように、ユーザーは、左右スクロール・バーをなぞるようにして、タッチセンサー４０
３の表面上で指先を移動させていく。そして、指先の位置が左右スクロール・バー上の再
生位置指示カーソルに到達する。
【０１０７】
　指先の位置が一旦再生位置指示カーソルに触れると、再生位置指示カーソルがユーザー
に指先に引っ掛かる。その後、図１７に示すようにユーザーの指先の移動に追従して、再
生位置指示カーソルは左右スクロール・バー上を移動する。
【０１０８】
　そして、図１８に示すようにユーザーが指先をタッチセンサー４０３から離すと、その
時点での再生位置指示カーソルが置かれた位置が再生位置に確定し、制御部３０２は、そ
の再生位置で外部映像を再生開始するよう、制御する。
【０１０９】
　図１５～図１８に示した操作方法によれば、最初のタッチ位置のずれに伴う早送りや巻
き戻しなどの誤動作を防いで、ユーザーが所望する再生位置から映像の再生を開始するこ
とができる。また、ユーザーは、指先が現在のカーソル位置にあっているかどうかを気に
せず、再生位置のシーク操作を開始することができる。
【０１１０】
　以上説明してきたように、本明細書で開示する技術によれば、ヘッド・マウント・ユニ
ット１０は、表示パネル３１１Ｌ、３１１Ｒの反対側、すなわちユーザーの頭部前面とな
る場所にタッチセンサー４０３を配置しているので、ユーザーは、表示映像を背面から触
る感覚でタッチセンサーを操作して、表示映像上の所望するターゲットを直感的に操作す
ることができる。
【０１１１】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）本体部と、前記本体部の背面に配設され、ユーザーの左右の眼に向かって映像を表
示する表示部と、前記本体部の前面に配設され、ユーザーが手指を使って操作する操作部
と、前記操作部からの操作情報に応じて前記表示部の表示を制御する制御部と、前記本体
部をユーザーの頭部に装着するための装着部と、を具備する頭部装着型映像表示装置。
（２）前記操作部は、ユーザーの手指が触れた位置を検出するタッチセンサーを有する、
上記（１）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（３）前記制御部は、ユーザーの手指が前記タッチセンサーを触れたことに応じて、前記
タッチセンサー上で触れた位置を示すカーソルを前記表示部の表示映像に表示させる、上
記（２）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（４）前記操作部は、ユーザーの視線の中心線と、前記カーソルと、前記タッチセンサー
を操作する指が一直線上に並ぶように、前記表示映像上に前記カーソルを置く、上記（３
）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（５）前記タッチセンサーは、前記本体部の前面に左右ほぼ対称的に敷設される、上記（
２）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（６）左右の重量がほぼ均等である、上記（５）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（７）前記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類を識別し、
識別結果に応じて前記表示部で表示する画面を切り替える、上記（２）に記載の頭部装着
型映像表示装置。
（８）前記制御部は、前記タッチセンサー上でユーザーが行なった操作の種類に応じたメ
ニュー画面を前記表示部で表示させる、上記（７）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（９）前記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタッ
チしたメニューにカーソルを置く、上記（８）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１０）前記制御部は、前記メニュー画面上でユーザーが前記タッチセンサーを介してタ
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ッチしたメニューをハイライト表示する、上記（８）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１１）前記メニュー画面上では、複数のメニューを水平方向に配置するとともに、選択
されたメニューが持つサブメニューを垂直方向に配置し、前記制御部は、前記タッチセン
サー上でユーザーがタッチした水平位置に応じてどのメニューが選択されたかを識別し、
前記タッチセンサー上でユーザーがタッチした垂直位置に応じてどのサブメニューが選択
されたかを識別する、上記（８）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１２）前記タッチセンサーは押下圧の検出が可能であり、前記制御部は、前記表示部で
階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー上で検出された押下圧に応じた階層を前
記階層ＵＩ内から選択する、上記（２）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１３）前記タッチセンサーは２本以上のユーザーの手指が同時に触れた位置の検出が可
能であり、前記制御部は、前記表示部で階層ＵＩを表示させた際に、前記タッチセンサー
上で検出された２本の手指の間隔に応じた階層を前記階層ＵＩ内から選択する、上記（２
）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１４）前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザ
ーの手指の水平方向の操作に追従して、映像の再生開始位置を移動させる、上記（２）に
記載の頭部装着型映像表示装置。
（１５）前記制御部は、前記表示部で映像を再生中に、前記タッチセンサー上でのユーザ
ーの手指の垂直方向の操作に追従して、出力音量を調整する、上記（２）に記載の頭部装
着型映像表示装置。
（１６）ユーザーが当該装置を装着したか否かを検出する装着検出部をさらに備え、前記
制御部は、前記装着検出部が非装着状態と検出しているときには、前記タッチセンサーか
らの操作情報の入力を停止し、又は、操作情報に応じた制御を停止する、上記（２）に記
載の頭部装着型映像表示装置。
（１７）前記制御部は、前記表示部で映像再生を停止しているときには、前記タッチセン
サーへのユーザーの事前操作を経て、前記タッチセンサーからの操作情報に応じた前記制
御を開始する、上記（２）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１８）前記事前操作は、前記タッチセンサーに対する一定時間以上の長押し操作である
、上記（１７）に記載の頭部装着型映像表示装置。
（１９）前記制御部は、前記タッチセンサーに対する操作が一定時間以上行なわれなかっ
たときに、前記タッチセンサーをロックする、上記（１７）に記載の頭部装着型映像表示
装置。
（２０）前記制御部は、前記タッチセンサーに対して意思確認操作が行なわれたことに応
じて、前記タッチセンサーのロックを解除する、上記（１９）に記載の頭部装着型映像表
示装置。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【０１１３】
　本明細書では、本明細書で開示する技術を、フロント・エンド・ボックス及びヘッド・
マウント・ユニットからなるヘッド・マウント・ディスプレイに適用した実施形態を中心
に説明してきたが、本明細書で開示する技術の要旨は特定のヘッド・マウント・ディスプ
レイの構成に限定されるものではない。
【０１１４】
　要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであ
り、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要
旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【符号の説明】
【０１１５】
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　１０…ヘッド・マウント・ユニット
　２０…ブルーレイ・ディスク再生装置
　３０…ハイビジョン・ディスプレイ
　４０…フロント・エンド・ボックス
　３０１…操作部
　３０２…制御部
　３０３…映像制御部
　３０４…ＯＳＤ制御部
　３０５…ＭＩＳＣ制御部
　３０６…映像入力インターフェース
　３０７…映像バッファー
　３０８…ＯＳＤバッファー
　３０９…画像合成部
　３１０…表示制御部
　３１１Ｌ…左眼用表示パネル、３１１Ｒ…右眼用表示パネル
　３１２…装着検出部
 

【図３】 【図４】
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【図１２】 【図１３】
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【図１７】 【図１８】
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